
１．市税

①入湯税

入湯税は，鉱泉浴場所在の市町村が，環境衛生施設，消防施設等の整備，観光の振興費用などに充てる

ために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第701条〕

(単位：千円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他 うち入湯税

環境衛生施設の整備 8,983,818 3,172,672 5,530,100 50 280,996 0

消防施設の整備 273,611 46,228 143,200 17,198 66,985 3,548

観光施設の整備 143,566 20,225 44,000 12,879 66,462 35,794

観光の振興 685,545 6,484 28,500 109,951 540,610 177,259

合　　計 10,086,540 3,245,609 5,745,800 140,078 955,053 216,601

※　上記の事業費には，事務職員人件費は含まれていません。

②都市計画税

都市計画税は，都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画

整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第702条〕

(単位：千円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

都市計画税

街路整備等事業 918,081 386,400 404,600 127,081 49,464

公園事業 109,000 40,000 69,000 0 0

下水道事業 1,914,288 343,225 1,500,600 58,572 11,891 11,891

市街地再開発事業 977,600 488,800 488,800 0 0

公　債　費 2,422,465 2,422,465 2,422,465

合　　計 6,341,434 1,258,425 2,463,000 58,572 2,561,437 2,483,820

※　上記の下水道事業の予算額には，公共下水道事業会計の下水道建設改良費を含みます。

※　上記の公債費は，都市計画事業に係るもののみを記載しています。

令和８(2026)年度　函館市一般会計予算における法令により

使途に定めがある歳入の充当状況について

（入湯税,都市計画税,航空機燃料譲与税,交通安全対策特別交付金,自転車競走事業益金）

区　　分
令和８年度

予 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

区　　分
令和８年度

予 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



２．譲与税および交付金

①航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税は，航空機燃料税の収入額の一部が空港関係市町村および空港関係都道府県に対して

譲与されるもので，その譲与額は，航空機の騒音により生ずる障害の防止，空港及びその周辺の整備その

他政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならないとされています。

〔使途根拠：航空機燃料譲与税法第７条，航空機燃料譲与税法施行令第３条〕

(単位：千円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

航空機燃料
譲与税

航空機の騒音により
生ずる障害の防止

1,821 304 1,213 304 0

空港の整備および
維持管理

118,565 61,300 57,265 34,000

空港に関連する
道路等の整備

7,983 7,983 0

空港周辺に配置され
る消防施設の整備

合　　計 128,369 304 61,300 1,213 65,552 34,000

※　上記の事業費には，各区分に係る公債費を含みます。

②交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は，交通反則金収入を原資として，地方公共団体が行う道路交通安全施設の設

置や管理に要する経費(国の補助を受けた事業に要する経費を除く)に充てるために交付される交付金です。

〔使途根拠：道路交通法附則第16条〕

(単位：千円)

国 ( 道 )
支 出 金

市 債 そ の 他
うち

交通安全対策
特別交付金

道路交通安全施設の
管理

226,884 212 99,428 127,244 33,000

合　　計 226,884 212 0 99,428 127,244 33,000

区　　分
令和８年度

予 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

区　　分
令和８年度

予 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



３．諸収入

①自転車競走事業益金

競輪の収益は，自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進，医療の普及，

教育文化の発展，体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充

てるよう努めるものとされており，函館市においても，競輪の収益の一部を自転車競走事業特別会計から

一般会計に繰り出し，市民の皆さまの暮らしに役立てています。 〔使途根拠：自転車競技法第22条〕

(単位：千円)

国 ( 道 )
支 出 金

市 債 そ の 他
うち

自転車競走
事業益金

社会福祉の推進 762,406 91,739 0 4,523 666,144 95,828

体育の振興 30,491 717 29,774 4,172

合　　計 792,897 91,739 0 5,240 695,918 100,000

○　宿泊税，森林環境譲与税および地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については，次の資料を

ご覧ください。

・宿　　泊　　税： 宿泊税に関する予算状況

・森林環境譲与税： 森林環境譲与税に関する予算状況

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）：

函館市一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障

財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

区　　分
令和８年度

予 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源
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